
 

 

 

■ はじめに 
平成 27 年に廃校となった旧城山小学校跡地等を活用して、城山地区において、多様な世代がいきいき

と暮らし続けられるようなまちづくりを目指しており、今後の城山地区の将来像を含む旧城山小学校跡地

活用方針の策定を行った。今後においては、本方針を踏まえ、具現化を進めていく。 

 

■ 城山地区の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 旧城山小学校の概況 

敷地面積 22,248.49㎡ 延床面積 6,４４３.00㎡ 

建物概要 

校舎① ： 昭和48年度竣工  耐震工事実施済    校舎④ ： 平成7年度竣工   新耐震基準の建物 

校舎② ： 昭和48年度竣工  耐震工事未実施    体育館 ： 昭和48年度竣工  耐震工事実施済 

校舎③ ： 昭和50年度竣工  耐震工事未実施 

都市計画など 

 校舎・グラウンド プール 

用途地域など 第一種低層住居専用地域 市街化調整区域 

建蔽率／容積率 50％／80％ 60％／200％ 

建物高さ 10ｍ ― 

 

■ 旧城山小学校の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 城山地区のまちづくりの方向性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 旧城山小学校利活用の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要版】 旧城山小学校跡地活用方針について  

 

・少子高齢化と人口減少によって地域の活力が低下しつつある 

➡これまでと同様の生活を送れる良質な住環境や自然環境を守っていく取組が求められる 

 

・高齢者の増加により、医療や介護を必要とする方の増加が見込まれる 

➡地区に不足する医療・福祉機能などの充実が求められる 

 

・買い物や通勤・通学の不便さによって住みにくさを感じる住民が多い 

➡日常生活の交通の利便性の維持・向上が求められる 

 

・既存商店街等の衰退が起こっている 

➡既存商店との共生に配慮しつつ、必要な都市機能の誘導を図っていくことが求められる 

１．良質な住環境・自然環境の保全 

２．安全・安心な暮らしに向けた取組 

３．日常生活の交通利便性の向上 

 

豊かな自然を感じながら、多様な世代が 

生き生きとくらす、オアシス城山 

１．地区の将来像 

 

方向性① 安心して暮らし続けられるまちづくり 

方向性② 新たな交流が生まれるまちづくり 

方向性③ 便利で賑わいのあるまちづくり 

２．まちづくりの方向性 
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・子育て支援施設

や、子育てのアド

バイスなど親同士

の交流の場となる

カフェなどの整備  

・既存商店街への支

援 等 

・地域の自然環境を

アピールする施設

の導入 

・医療、介護サービ

スなどの充実 

・グリーンスローモ

ビリティ等の移動

手段の整備 等 
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・気軽に会話や交流

ができる空間や、

空き家活用による

交流施設などの整

備 等 
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他
、
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内
で
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取
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良質な住環
境・自然環境
の保全 
 

豊かな自然を感じながら、多様な世代が 
生き生きとくらす、オアシス城山 

健康・福祉 
・地域福祉の
充実などに寄
与する多世
代が楽しめる
場の創出 

 

商業・賑わい 
・日常的な利
便性確保と一
定のにぎわ
い創出に寄
与する商業
施設の導入 

交流 
・地区内外の
人の交流を
目的とする施
設の導入 
・避難所機能
の導入 

・気軽に会話や地域

交流ができる施

設、空間の整備 

・地域の情報発信機

能の導入 

・大学を活用した学

生との交流 

・商業施設及びサー

ビス施設の導入に

よる住民等の利便

性を向上し、交流

できる空間の創出 

・安心して子育てが

できる環境の創出 

・緑をコンセプトにし

た施設等の導入 

・医療・福祉・生活サ

ービス集積等による

安心環境の創出 

・実用的な移動手段

の整備 

必
要
な
取
組 

地区内外の人が日常的に利用できる取組を導入 ４．新たな商業・賑わいの創出に向けた取り組み 

 

〇施設整備の内容により建築制限の緩和等が必要 

〇利活用に際して、一部の校舎は耐震補強が必要 

〇施設の改修には多額の費用が見込まれる 

 

〇未利用敷地が生じた場合、その管理のあり方を

検討することが必要 

〇第一種低層住居専用地域で建築できない建物

を建てる場合、都市計画の変更等の検討が必要 

１．既存建物の利用に関する課題 

２．敷地の利用に関する課題 

 

〇日常的な買い物をはじめとする利便性の低さ

を解消するとともに、周辺環境に配慮しつつ一

定のにぎわい創出に寄与する商業施設を導入 

 

３．商業・賑わい 

「地区・空中写真閲覧サービス」（国土地理院、https://mapps.gsi.go.jp/）を

もとに一部加工 

 

〇高齢者が安心して生活することのできる地域

づくりの推進、障害者・児童も含めた地域福祉

の充実などに寄与する多世代交流の場の整備 

〇デイサービスや介護施設などの機能導入 

 

１．健康・福祉 

 

〇地区内の住民など、また地区外の人との交流

を目的とする施設の導入 

〇これらの施設導入に際しては、地域交流セン

ター機能の移転による確保についても検討 

 

２．交流 

方針の全体像 

③ 


